
～危険ブロック塀の除却補助～ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【補助対象イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

【ブロック塀の面積計算の例】 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック塀の面積は「延長×高さ」で計算します。 

上の例では 4ｍ×1.5ｍ＝6 ㎡となります。 

 

 

 

R3.1 

補助要件は？以下のいずれかに該当するブロック塀 

 １．建築基準法施行令にある基準を満たしていないブロック塀 

 ２．学童その他の通行人の安全を確保するために除却する必要があると町長が認めるブロック塀 

 

補助金の額は？ 

撤去工事費※の１／２ （上限 100,000 円） 

 ※撤去工事費は、撤去するブロック塀(道路 

面の面積に 8,000 円を乗じた額、もしくは 

実際の撤去工事費(道路面)のいずれか低い 

方の額 

 

この補助制度をご利用される場合は、申請が事前に必要になりますので、ご注意下さい。 

  

補助対象となるブロック塀は？ 

 お問い合わせ先    津幡町産業建設部 都市建設課 ℡ 076-288-6703 

※1 通学路とは、 

◎小･中学校、幼稚園、認定こども園又は保育園の敷地から１km 以内の区域に存する道路 

◎児童が通学のために通常使用する経路として学校長が定める道路 

      ※2 ブロック塀とは、 

 ◎コンクリートブロック造の塀及び門柱 

           ◎石塀その他の組積造の塀及び門柱 

町道又は通学路※1に面するブロック塀※2 

 



 

補助申請手続きの流れ 

     津幡町           補助申請者            施工業者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※提出期限：工事完成の日から２０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日 

 

注意事項 
 以下の場合は補助金の交付を受けることができません。 

  ◎補助金交付決定前に工事を始めた場合 

  ◎過去に本要綱による補助金が交付された同一敷地である場合 

  ◎土地、家屋の所有者に町税等の滞納がある場合 

事前相談・現地調査 補助対象条件の確認 

施工業者選定・見積書受領 

①補助金交付申請 

 

補助金交付決定通知書受理 

施工業者と契約 

工事の完成報告 

工事費の支払い 

領収書受領 

②補助事業実績報告 

 

受付・審査 

補助金確定通知書受理 補助金確定通知 

③補助金請求 

 

補助金受領 

請求受付 

補助金交付申請書、付近見取り図 

現況写真、工事内容を示す図面又は書類 

見積書の写し 

補助事業実績報告書、工事完成写真 

請求書の写し、領収書の写し 

補助金請求書 

補助金交付決定通知 

受付・審査 

（現地確認） 

補助金振込 

 ※提出期限あり 

見積書作成 

補助申請者と契約 

工事着手 

工事完成 

工事費請求 


